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1. 本 学，被服研究室で行 ってい るC 近代服装史j の

研 究の一端 とし て，宮内省職員 の服装を とり上げた。

2. 法令法規を中心とし実物及び写真 を資料 とする。

3. 明治期 にお ける我国 は，い わゆる中央集権政治で

あり皇室関係者は一般 の平民 とは完全 に離れ平民 の上 に

在存していた時代 である。 それ故 に皇居 内には一般の も

のとは別に，一つ の社会を形成しそれに供う諸機関がお

かれてい た。 従って宮 内省（ 現 在の宮内庁） もこの特殊

な社会的地位 にお かれ，儀式,｡習慣，職種も一般官吏の

それとは異なり，多種，多様に わたり, 服装の面でも多

彩を極め，非 常に儀礼的 であリ， かっ すべての点に装飾

的 であることは注目してよい。

これらの宮 内庁 における年 中行事 とそ れに付随ナ る儀

式，習慣と服装の関係及びその変 遷・当時代 におけ る一

官般吏の服装 とを比較検討し た。


